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秋
田
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

廃
止
年
月
日

昭
和
堂
第
五
薬
局

株
式
会
社　

昭
和
堂
薬
局　

代
表
取
締

役

北
秋
田
市
元
町
十
一
番
十
四―

二
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
八
日

　
　
告　
示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
一
五
五
・
福

　

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
五
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
変
更
（
一
五
七
・
福

　

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
決
定
（
一
五
八
・
自
然
保
護
課
）
…
２

○
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
廃
止
（
一
五
九
・
自
然
保
護

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
計
画
の
策
定
（
一
六
〇
・
水
田
総
合
利
用

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
公
害
防
除
特
別
土
地
改
良
事
業
に
係
る
費
用
負
担
計
画
の
策
定
（
一

　

六
一
・
環
境
あ
き
た
創
造
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
一
六
二
・
農
山
村
振
興
課
）
…
…
…
…
…
３

○
指
定
定
期
検
査
機
関
の
指
定
（
一
六
三
・
計
量
検
定
所
）
…
…
…
…
…
３

○
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
の
指
定
（
一
六
四
・
計
量
検
定
所
）
…
…
…
３

○
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
一
六
五
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
４

○
基
本
測
量
終
了
の
通
知
（
一
六
六
、
一
六
七
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
４

○
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
一
六
八
～
一
七
〇
・
道
路
課
）
…
４

○
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
一
七
一
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
５

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
公
開
に
よ
る
聴
聞
（
一
七
二
、
一
七

　

三
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
一
七
四
・
由
利
地
域
振
興
局
建

　

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

　
　
公　
告

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

　
　
人
事
委
員
会
告
示

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
一
部
改

　

正
（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
五
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

昭
和
堂
第
五
薬
局

株
式
会
社　

昭
和
堂
薬
局　

代
表
取
締
役

北
秋
田
市
元
町
十
一
番
九
号

調
剤
薬
局

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　
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秋
田
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
男
鹿
国
定
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
決
定
し
た
の

で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

（
男
鹿
国
定
公
園
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

森
吉
山
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
公
園
事
業
の
一
部
を
廃
止
し
た
の
で
、

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

（
森
吉
山
県
立
自
然
公
園
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
号

　

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
計

画
（
鹿
角
北
部
・
南
部
地
域
）
を
定
め
た
の
で
、
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
（
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定

（
平
成
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
百
十
六
号
）
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。
以

下
「
対
策
地
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
農
用
地
に
つ
い
て
の
利

用
上
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
当
該
農
用
地
の
利
用
に
関
す
る
基
本

方
針

　
　

百
二
十
九
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
対
策
地
域
の
う
ち
、
百
十
・
四
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
水
田
と
し
て
利
用
し
、
十
九
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い
て
は
農

用
地
以
外
と
し
て
利
用
す
る
。

二　

対
策
地
域
の
区
域
内
に
あ
る
農
用
地
に
係
る
事
業
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

事
業
の
実
施
地
域　

対
策
地
域
と
す
る
。

　

㈡　

事
業
の
内
容

　
　

⑴　

汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
事
業

　
　
　
　

再
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
用
水
路
及
び
排
水
路
を
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
品
に
よ
り
舗
装
す
る
。

　
　

⑵　

汚
染
を
除
去
す
る
た
め
の
事
業

　
　
　

ア　

上
乗
せ
客
土
工
法
に
よ
り
、
非
汚
染
土
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

厚
を
客
土
す
る
。
復
旧
方
式
は
、
区
画
整
理
方
式
及
び
現
状
回
復

方
式
を
採
用
す
る
。

　
　
　

イ　

け
い
酸
石
灰
、
よ
う
成
り
ん
肥
及
び
有
機
質
質
材
を
施
用
す

る
。

　

㈢　

事
業
費
の
概
算

名　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変　
　
　

更　
　
　

事　
　
　

項

変

更

年

月

日

変　
　

更　
　

前

変　
　

更　
　

後

お
ぎ
わ
ら
内
科
診
療
所

荻　

原　
　
　

忠

横
手
市
条
里
一
丁
目
十
五
番
二
号

横
手
市
前
郷
字
下
三
枚
橋
七

十
五
番
地

横
手
市
条
里
一
丁
目
十
五
番

二
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

つ
ば
さ
薬
局　

横
手
店

有
限
会
社　

ビ
デ
ィ
ア
ル　

代
表
取
締

役

横
手
市
条
里
三
丁
目
三
番
十
一
号

横
手
市
横
手
町
字
二
ノ
口
七

十
七―

一

横
手
市
条
里
三
丁
目
三
番
十

一
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

た
い
よ
う
薬
局　

横
手
店

有
限
会
社　

た
い
よ
う　

代
表
取
締
役

横
手
市
条
里
三
丁
目
一
番
十
号

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
二

十
三―

一

横
手
市
条
里
三
丁
目
一
番
十

号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

ほ
そ
や
歯
科
医
院

細　

谷　

養　

幸

横
手
市
条
里
二
丁
目
三
番
十
四
号

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
六

十
三
番
一

横
手
市
条
里
二
丁
目
三
番
十

四
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

湊
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人　

渓
水
会　

理
事
長

横
手
市
条
里
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
二

十
七―

一

横
手
市
条
里
三
丁
目
一
番
二

十
五
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

池
田
薬
局　

横
手
店

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社　

代
表
取
締

役

横
手
市
条
里
一
丁
目
十
五
番
二
十
六
号

横
手
市
前
郷
字
下
三
枚
橋
七

十
四

横
手
市
条
里
一
丁
目
十
五
番

二
十
六
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

事
業
の
種
類

事　

業　

地

施
設
の
規
模

戸
賀
園
地

秋
田
県
男
鹿
市
戸

賀
塩
浜
及
び
戸
賀

浜
塩
谷　

地
内

区
域
面
積

三
三
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

事
業
の
種
類

事　

業　

地

施
設
の
規
模

森
吉
山
森
吉
ス

キ
ー
場

秋
田
県
北
秋
田
市

森
吉
字
桐
内
沢
外

三
〇
国
有
林　

一

○
四
九
林
班
か
ら

一
○
五
二
林
班
ま

で

区
域
面
積

一
八
九
・
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
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三
十
七
億
八
千
五
百
万
円

　

㈣　

事
業
の
実
施
者　

秋
田
県

三　

対
策
地
域
の
区
域
内
に
あ
る
農
用
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る

汚
染
の
状
況
調
査
測
定
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

調
査
測
定
地
点
の
所
在
地　

鹿
角
市
鹿
角
北
部
、
鹿
角
南
部

　

㈡　

調
査
測
定
者　

秋
田
県

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
に
係
る
費
用
負
担
計
画
（
鹿
角
北
部
・
南
部
地
域
）
を

定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　

公
害
防
除
特
別
土
地
改
良
事
業
に
係
る
費
用
負
担
計
画
（
鹿
角
北

部
・
南
部
地
域
）

一　

公
害
防
止
事
業
の
種
類

　
　

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
よ

り
被
害
が
生
じ
て
い
る
農
用
地
の
客
土
事
業

二　

費
用
を
負
担
さ
せ
る
事
業
者
を
定
め
る
基
準

　

㈠　

鹿
角
市
及
び
鹿
角
郡
小
坂
町
地
内
に
お
い
て
、
鉱
石
の
採
掘
、
選
鉱

又
は
製
錬
の
事
業
を
営
ん
だ
者
で
あ
っ
て
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地

域
に
指
定
さ
れ
た
鹿
角
北
部
地
域
（
甚
兵
ェ
川
原
地
区
、
瀬
田
石
地

区
、
高
清
水
地
区
）
及
び
鹿
角
南
部
地
域
（
尾
去
沢
地
区
）
の
各
地
域

に
カ
ド
ミ
ウ
ム
を
含
む
汚
染
物
質
を
排
出
し
た
も
の

　

㈡　

費
用
を
負
担
さ
せ
る
事
業
者

　
　
　

Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

　
　
　

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社

三　

公
害
防
止
事
業
費
の
額
（
平
成
二
十
年
度
単
価
に
よ
る
。
）

　
　

三
十
七
億
八
千
五
百
万
円

四　

負
担
総
額
及
び
そ
の
算
定
基
礎

　

㈠　

負
担
総
額
（
平
成
二
十
年
度
単
価
に
よ
る
。
）

　
　
　

十
三
億
一
千
三
百
七
十
六
万
五
千
円

　

㈡　

算
定
基
礎

五　

そ
の
他
公
害
防
止
事
業
の
実
施
に
必
要
な
事
項

　

㈠　

物
価
等
の
変
動
に
よ
り
、
こ
の
公
害
防
止
事
業
費
の
額
に
変
更
が
生

じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
公
害
防
止
事
業
費
の
額
を
基
礎
と
し
て
四
の

㈡
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
っ
て
得
た
額
を
負
担
総
額
と
す
る
。

　

㈡　

こ
の
事
業
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
九
年
以
内
に
完
了
す
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

鹿
角
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

鹿
角
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

鹿
角
市
大
字
十
和
田
毛
馬
内
・
十
和
田
大
湯
・
十
和
田
岡
田
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

一
・
八
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

能
代
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

能
代
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

能
代
市
大
字
二
ツ
井
町
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
二
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

潟
上
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

潟
上
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

潟
上
市
大
字
天
王
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
五
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

大
仙
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

大
仙
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

大
仙
市
大
字
協
和
船
岡
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

一
・
二
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

五
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

美
郷
町

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

美
郷
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

美
郷
町
大
字
金
沢
西
根
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
五
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
五
十

九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

社
団
法
人
秋
田
県
計
量
協
会

　
　

秋
田
県
秋
田
市
川
尻
若
葉
町
一
番
五
号

二　

指
定
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

　
　

　
負

担
総

額
＝

公
害

防
止

事
業

費
の

額
×

法
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

公
害

の
原

因
と

な
る

と
認

め
ら

れ
る

程
度

×
法

第
７

条
第

３
号

の
規

定
に

基
づ

く
負

担
割

合
　

　
　

＝
3,785,000千

円
×

（
１

－
0.30508045）

×
１

／
２

　
　

　
＝

1,313,765千
円
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二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

三
百
四
十
一
号

秋
田
市
雄
和
新
波
字
新
町
一
六
七
番
一
地
先
か
ら
一
七
二
番
五
地
先
ま
で

五
・
一
〇
～
六
・
六
〇

〇
・
〇
二
二

新

三
百
四
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

〃

五
・
七
〇
～
七
・
一
〇

〇
・
〇
二
二

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

社
団
法
人
秋
田
県
計
量
協
会

　
　

秋
田
県
秋
田
市
川
尻
若
葉
町
一
番
五
号

二　

指
定
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

作
業
の
種
類

　
　

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
へ
の
標
高
取
付
水
準
測
量
）

二　

作
業
を
行
う
地
域

　
　

横
手
市
、
湯
沢
市
、
由
利
本
荘
市
、
雄
勝
郡
羽
後
町
及
び
雄
勝
郡
東
成

瀬
村

三　

作
業
を
行
う
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

平
成
二
十
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
十
六
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
一
年
三
月
十
九
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

平
成
二
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
九
十
六
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
一
年
三
月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

秋
田
岩
見
船
岡
線

秋
田
市
太
平
八
田
字
才
ノ
崎
六
八
番
一
か
ら
関
口
二
七
〇
番
ま
で

一
五
・
五
〇
～
二
〇
・
七
〇

〇
・
〇
三
九

新

秋
田
岩
見
船
岡
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

一
五
・
五
〇
～
二
五
・
六
〇

〇
・
〇
三
九

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城
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二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
男
鹿
海
岸
戸
賀
地
区
海
岸
の
項
中
「
基
点
１
か
ら
方

位
角
百
六
十
九
度
の
方
向
十
九
メ
ー
ト
ル
の
点
」
を
「
基
点
１
か
ら
方
位
角

百
六
十
九
度
の
方
向
十
七
メ
ー
ト
ル
の
点
」
に
、
「
基
点
３
か
ら
方
位
角
百

四
十
八
度
の
方
向
七
十
七
メ
ー
ト
ル
の
点
」
を
「
基
点
３
か
ら
方
位
角
百
四

十
八
度
の
方
向
七
十
九
メ
ー
ト
ル
の
点
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

聴
聞
の
日
時　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日　

午
前
十
時

二　

聴
聞
の
場
所　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

県
庁
本
庁
舎
七
階
七

十
三
会
議
室

三　

被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

　

㈠　

住
所　

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
二
番
地
五
十
三

　

㈡　

有
限
会
社
佐
藤
換
地
設
計
事
務
所　

取
締
役　

佐
藤　

俊
一

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

聴
聞
の
日
時　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日　

午
前
十
時
三
十
分

二　

聴
聞
の
場
所　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

県
庁
本
庁
舎
七
階
七

十
三
会
議
室

三　

被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

　

㈠　

住
所　

由
利
本
荘
市
石
脇
字
赤
冗
一
番
地
二
百
四
十
一

　

㈡　

佐
藤　

憲
行

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
三
月
二
日
付
け
指
令
由
建―

二
千
五
百
六
十
五
で

許
可
し
た
開
発
行
為
（
第
一
工
区
）
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

大
仙
市
大
曲
西
根
字
中
嶋
四
百
五
十
四
番
地
二

　
　

有
限
会
社　

ク
リ
エ
ー
ト

　
　

代
表
取
締
役　

高　

橋　

千
恵
子

二　

開
発
区
域
（
第
一
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

由
利
本
荘
市
二
十
六
木
字
根
木
田
二
百
八
十
番
二

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　

山
本
郡
三
種
町
下
岩
川
字
中
野
九
十
九
番
地
板
倉
英
司
ほ
か
十
五
人

　

㈠　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
外
ノ
沢
地

区
地
域
用
水
環
境
整
備
事
業
（
生
物
多
様
性
対
応
型
）
）
計
画
書
の
写

し

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で

　

㈢　

縦
覧
場
所　

三
種
町
役
場
本
庁
舎

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

雄
和
仁
別
自
転
車
道
線

秋
田
市
雄
和
芝
野
新
田
字
新
寺
沢
五
八
番
地
先
か
ら
四
ツ
小
屋
字
御
野
場
無
番
ま
で

三
・
五
〇

二
・
一
六
八

新

雄
和
仁
別
自
転
車
道
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

〃

七
・
〇
〇

二
・
一
六
八

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

横
手
市
大
屋
寺
内
字
漆
原
百
五
番
地
藤
原
久
幸
ほ
か
二
十
人

　

㈠　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
ガ
バ
沢
沼

地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
（
一
般
型
）
）
計
画
書
の
写
し

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日
ま
で

　

㈢　

縦
覧
場
所　

横
手
市
役
所
本
庁
（
増
田
庁
舎
）
、
同
横
手
地
域
局

二　

横
手
市
大
雄
字
下
新
処
百
三
十
四
番
地
藤
山
善
次
ほ
か
十
八
人

　

㈠　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
宮
田
地
区

農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
八
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日
ま
で

　

㈢　

縦
覧
場
所　

横
手
市
役
所
本
庁
（
増
田
庁
舎
）
、
同
大
雄
地
域
局
、

同
雄
物
川
地
域
局

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
告
示

秋
田
県
人
事
委
員
会
告
示
第
１
号

　
口

頭
に

よ
り

開
示

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
個

人
情

報
（

平
成

13年
人

事
委

員
会

告
示

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

平
成

21年
４

月
７

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
人

事
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

一
　

宏
　

表
中

「
総

合
得

点
」

の
次

に
「

、
試

験
種

目
別

得
点

」
を

加
え

、
「

１
ヶ

月
間

」
を

「
１

箇
月

間
」

に
改

め
る

。

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


